
公益社団法人四街道市シルバー人材センター 

新型コロナウイルス等感染防止対策ガイドライン 

 

公益社団法人四街道市シルバー人材センター（以下、「センター」という。）

は、定年退職者等の高年齢者（以下、「高齢者」という。）の希望に応じた 

就業の機会を確保し、組織的に提供することなどにより、社会参加活動を 

援助し、生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会 

づくりに寄与することを目的とした事業を行っております。そのため、介護 

保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業に関する業務や、市民生活 

をサポートする業務を受注しております。 

 

 

基本的方針 

 

  １ 原則として、四街道市の掲げる施策を遵守する。 

  ２ 感染予防の徹底、感染拡大の防止に努める。 

  ３ 業務は継続を原則とし、その方法を模索する。 

  ４ 発注者への業務継続体制を整える。 

  ５ 本ガイドラインの改廃は、その緊急性を考慮し、センター 

    理事職務権限規程の定めに基づき三役会が行い、理事会に 

    報告することとする。 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス等の感染症が発生する中においても、四街道市民の 

生活や四街道市とその関係諸団体ならびに企業等の活動を維持するために 

不可欠なサービスを提供する、その一翼を担う者として、高齢者が中心と 

なる団体であることを認識した上で、感染拡大防止対策に努めつつ、できる 

限り業務を継続するため、新型コロナウイルス等感染防止対策ガイドライン 

を定め、実情に応じて次のような措置を講じることといたします。 

 

 

 

感染防止のための基本的な考え方 

 

   シルバー人材センター事業の性格から、原則として会員、職員ともに 

ひとり一人が自覚と責任をもって努めます。 

会員は、日常生活や就業現場における感染防止対策の取り組みが、 

社会全体の感染症拡大防止に繋がることを認識した上で、対策に係る 

体制を整備し、個々の現場の特性に応じた感染リスクを考え、それに 

応じた対策を講ずることとします。 

事務局は、感染拡大を防止するよう、通勤形態などへの配慮、職員へ 

の感染予防策の徹底、職場環境における対策の充実などに努めるものと 

します。 

共通して、感染症の発生・拡大状況を踏まえ、段階的（表１）に具体 

策を励行いたします。 



対応レベルの判断は、会長が事務局等から提出される情報等をもとに判断し、三役会ならびに理事会に報告するものといたします。 

 

表１ 

対応レベル 発 生 段 階 備    考 

レベル０ 未発生期 平常時 

レベル１ 海外発生期 海外での発生 

レベル２ 国内発生早期 国内で１例目発生 

レベル３ 小康期 患者の発生が減少し低い水準で停滞 

レベル４ 再燃期 患者の発生が再度増加傾向 

レベル５ 感染拡大期・まん延期・回復期 緊急事態宣言発出時・解除時とその前後の時期 

 

 

各対応レベルにおける、感染防止の具体策の重要度 

 

 

高い                 重要度                 低い 

（意識） 

厳守★    遵守☆    注意●    留意○ 

 

厳 守     ・・・ 規則や約束の時間、秘密などを厳しく守ることの意。 

遵 守（順守） ・・・ 規定・道徳・法律などに背かずよく守ることの意。 

注 意     ・・・ 悪い事態にならないように、気持ちを集中させて用心することの意。 

留 意     ・・・ 物事を心にとどめて常に気を付けることの意。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各ページの左側に、感染防止の具体策が記載されています。 
右表の各段と相対します。 

意識の高揚を図るため、印を４段階の重要度に分けております。 
印の種類（厳守・遵守・注意・留意）に限らず、 
何かしらの印がついた段階を、対応を検討・開始する目安とします。 
印が無い段階でも、必要に応じて対応を開始する場合があります。 

説 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



感染防止の具体策 

 

A 感染防止対策の体制 

 ① 三役会（会長・副会長・常務理事）が率先し、理事会と連携を図り、 

感染防止のための対策の策定・変更について検討いたします。 

 ② 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守 

するとともに、四街道市の施行する対策を踏まえ、関連諸団体との 

連携を図ります。 

 ③ 国、千葉県、四街道市、公益社団法人全国シルバー人材センター事業 

協会、公益社団法人千葉県シルバー人材センター連合会、他市区町村 

のシルバー人材センターなどを通じ、できる限り正確な情報を収集し、 

活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳守★ 遵守☆ 注意● 留意○ 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

- ○ ● ☆ ☆ ★ 

- ○ ● ☆ ★ ★ 

○ ○ ● ☆ ★ ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B 健康管理 

 ① 就業前又は出勤前に、体温や感染が疑われる症状の有無を確認し、 

体調の思わしくない場合には、就業の中止または休暇の取得を奨励 

します。 

また、就業中または勤務中に体調が悪くなった会員・職員は、発注者 

等と協議の上、必要に応じ、直ちに帰宅させ自宅待機とします。 

② 発熱などの症状により、自宅で待機・療養することとなった会員また 

は職員は、毎日、健康状態を確認した上で、症状がなくなり、就業 

または出勤の判断を行う際には、下表を参考にします。 

症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を勧奨します。 

 

 

発熱や風邪症状を認める者の復帰の目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳守★ 遵守☆ 注意● 留意○ 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

○ ○ ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人日本渡航医学会・公益社団法人日本産業衛生学会 

「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」 より 



 

Ｃ 就業途上・通勤 

 ① 発注者と協議または事前連絡による相談等を行い、自家用車など公共 

   交通機関を使わずに移動できる会員には、道路事情や駐車場の整備 

状況を踏まえ、途上災害の防止に留意しつつ対応します。 

② 事務局の職員については、時差出勤、ローテーション勤務（出勤日や 

時間帯を複数に分けた勤務）、変形労働時間制、週休３日制など、様々 

な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑 

緩和を図ります 。 

 ③ 自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる事務局職員には、 

   道路事情や駐車場の整備状況を踏まえ、通勤災害の防止に留意しつつ、 

これを承認します。 

 

Ｄ 就業・勤務 

 ① できる限り２ｍ（最低でも１ｍ）を目安に、一定の距離を保てるよう 

作業方法や人員配置等について最大限の見直しを図ります。 

就業現場においては、これらを発注者と協議し実施に努めます。 

② 始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。このために必要 

となる水道設備や石けんなどの配置、水道が使用できない環境では、 

手指消毒液を配置するよう努めます。 

就業現場においては、これらを発注者と協議し実施に努めます。 

③ 就業中または勤務中のマスクなどの着用を促します。 

④ 飛沫感染防止のため、座席配置などは広々と設置する、仕切りのない 

対面の座席配置は避け可能な限り対角に配置する、横並びにするなど 

工夫（その場合でも最低１ｍあけるなどの対策を検討する）します。 

就業現場においては、これらを発注者と協議し実施に努めます。 

厳守★ 遵守☆ 注意● 留意○ 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - - ☆ ★ ★ 

- - - ☆ ★ ★ 

 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

- - ● ☆ ★ ★ 

○ ○ ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 



 

 

⑤ 窓が開く場合、１時間に２回以上窓を開け換気し、建物全体や個別の 

作業スペースの換気に努めます。ただし、機械換気の場合は窓放と 

併用不要とします。 

就業現場においては、これらを発注者と協議し実施に努めます。 

⑥ 複数で共用する物品や手が頻回に触れる箇所を、工夫して最低限に 

するよう努めます。 

⑦ 人と人とが頻繁に対面する必要がある場所は、アクリル板・透明 

ビニールカーテンなどで遮蔽します。 

就業現場においては、これらを発注者と協議し実施に努めます。 

⑧ 役職員等の外勤は、公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど、 

人混みに近づかないように努めます。 

⑨ 役職員等の出張は、地域の感染状況に注意し不急の場合は見わせます。 

⑩ 役職員等の外勤時や出張時には、面会相手や時間、経路、訪問場所 

などを記録に残します。 

⑪ 会議やイベントは、その緊急性と重要性を考慮し、開催を延期または 

中止します。 

⑫ 定時総会については、委任状または議決権行使書の提出を促すなどに 

より、来場者のない形での開催に努めます。 

 ⑬ 理事会は、審議の内容等について、その緊急性と重要性を考慮し、 

開催を中止または決議の省略の方法により開催します。 

⑭ 会議を開催する場合は、マスクを着用し、換気に留意するとともに、 

椅子を減らす、机などに印をつけたりするなど、近距離や対面に 

座らないように工夫します。 

 

厳守★ 遵守☆ 注意● 留意○ 

 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ○ ☆ ★ ★ 

- - - ★ ★ ★ 

- - - ☆ ★ ★ 

- - ○ ☆ ★ ★ 



 

 

⑮ センター以外の主催する会議やイベントなどについては、参加の必要 

性をよく検討した上で、参加する場合は最小人数とし、マスク着用を 

励行します。 

 ⑯ 単発の受注においては、発注者と必ず事前連絡（就業前：電話連絡が 

理想的）を行い、就業の是非を確認し、延期または中止を協議します。 

 ⑰ 単発の受注においては、発熱（３７．５℃以上）や風症状などがある 

場合は、事前連絡（就業前：電話連絡が理想的）を行い、発注者と 

就業日の延期等を協議します。 

 ⑱ 事務局の入室人数を制限します。 

 ⑲ 小規模（出席者が５人以下を目安とする。）な会議等は、その緊急性 

と重要性を考慮した上で、換気や距離が確保できる場所を確保できた 

場合に限り開催します。 

 ⑳ 事務局は、会長の承認のもと、会員ならびに発注者の意思を尊重し、 

受注調整等の必要な措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳守★ 遵守☆ 注意● 留意○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - - ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 



 

Ｅ 休憩・休憩スペース 

 ① 共有する物品（テーブル、椅子など）は、定期的に消毒します。 

 ② 入退室の前後に、手洗いを徹底します。 

③ 喫煙を含め、休憩、休息をとる場合には、できる限り２ｍを目安に 

距離を確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩スペースに入ら 

ないよう、休憩時間をずらすなどの工夫を講じます。 

④ 屋内休憩スペースについては、スペース確保や常時換気が行われて 

いるか、３つの密を防ぐことができるかなどを確認、またはそれらを 

留意した後に使用します。 

⑤ 食堂などで飲食する場合は、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、 

できる限り２ｍを目安に距離を確保するよう努めます。 

施設の制約などにより、これが困難な場合も、対面で座らないように 

配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳守★ 遵守☆ 注意● 留意○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- ○ ● ☆ ★ ★ 

- ○ ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 



 

Ｆ トイレ・洗面所等 

① 便器は通常の清掃で問題ないが、不特定多数使用がする場所は、清拭 

消毒を行います。 

就業現場においては、これらを発注者と協議し同様の対応に努めます。 

② 便器に蓋がある場合は、蓋を閉めてから汚物を流すよう努めます。 

③ ハンドドライヤーの利用はやめ、共通のタオルは使用しないように 

する。ペーパータオルが設置されていればそれを使用し、または個人 

用タオルを持参するようにします。 

④ 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛り 

  ます。 

⑤ ゴミを回収する場合は、マスクや手袋を着用します。 

⑥ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳守★ 遵守☆ 注意● 留意○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

- - ● ☆ ★ ★ 

○ ○ ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

○ ○ ● ☆ ★ ★ 

○ ○ ● ☆ ★ ★ 

○ ○ ● ☆ ★ ★ 



 

Ｇ 感染防止策の啓発等 

 ① 感染防止対策の重要性を理解していただくよう、日常生活を含む行動 

変容を促します。 

このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表 

している「人との接触を８割減らす１０のポイント」や「新しい生活 

様式の実践例」などを周知する取り組みを行います。 

② 公共交通機関や図書館など公共施設を利用する際の、マスクの着用、 

咳エチケットの励行、車内などの密閉空間での会話をしないなどに 

ついて、啓発等に努めます。 

③ 患者、感染者、医療関係者、海外からの帰国者とその家族・児童等の 

人権を配慮します。 

④ 新型コロナウイルス感染症等から回復した会員や職員とその関係者 

が、差別されることなどのないよう周知啓発し、円滑な復帰のために 

十分な配慮を行うよう努めます。 

⑤ 発熱や味覚傷害、嗅覚障害といった、新型コロナウイルス感染症に 

みられる症状以外の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、 

濃厚接触の可能性がある場合、あるいは、同居家族で感染した場合、 

就業の停止や休暇制度の利用を奨励します。 

⑥ 過去１４日以内に政府から入国制限されている、または入国後の観察 

期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との 

濃厚接触がある場合、自宅待機を奨励（職員の場合は指示）します。 

 

 

 

 

厳守★ 遵守☆ 注意● 留意○ 

 

 

 

 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

○ ○ ● ☆ ★ ★ 

- ○ ● ☆ ★ ★ 

- ○ ● ☆ ★ ★ 

- ○ ● ☆ ★ ★ 

- - ● ☆ ★ ★ 

- ○ ● ☆ ★ ★ 



 

Ｈ 会員もしくは職員の感染者が確認された場合の対応 

① 保健所、医療機関の指示に従います。 

② 国、千葉県、四街道市、公益社団法人全国シルバー人材センター事業 

協会、公益社団法人千葉県シルバー人材センター連合会等から指示 

された手続きを行います。 

③ 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所を消毒し、同勤務場所 

の職員に自宅待機させることなどを検討します。 

就業現場においては、これらを発注者と協議し、同様の対応を検討 

します。 

④ 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意 

します。 

なお、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止を目的とした個人 

データについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱うよう努め 

ます。 

⑤ センター内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、 

個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に 

応じた検討を行います。 

 

Ｉ 就業先で会員以外の感染者が確認された場合の対応 

 ① 保健所、医療機関および発注者の指示に従います。 

 ② 施設の場合は、施設管理者の指示に従います。 

 

 

 

 

厳守★ 遵守☆ 注意● 留意○ 

 

 

 

 

 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

- ★ ★ ★ ★ ★ 

- ★ ★ ★ ★ ★ 

- ★ ★ ★ ★ ★ 

- ★ ★ ★ ★ ★ 

- ★ ★ ★ ★ ★ 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

- ★ ★ ★ ★ ★ 

- ★ ★ ★ ★ ★ 



 

Ｊ その他 

 ① 職群班、地域班、各委員会、事務局の単位で適宜協議を行い、ガイド 

ラインに記載のない対策であっても、必要に応じ講じることとします。 

その場合においては、必ず会長に報告することとします。 

 ② 就業中または勤務中にかかわらず、日常生活においてもガイドライン 

   に記載された感染防止対策を実践するよう努めます。 

 ③ マスクの着用による熱中症の発生を警戒し、意識して水分補給を行う 

   よう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳守★ 遵守☆ 注意● 留意○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル 0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

- ○ ● ☆ ★ ★ 

- ○ ● ☆ ★ ★ 

○ ○ ● ☆ ★ ★ 


